
北海道石狩後志海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

石海区第１号 石狩湾漁業協同組合

石狩市
厚田区地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　国土地理院多角点　№７８２９６から１２９度１９分４６秒　３
６３．４８メートルの点
点1　基点第１号から２１０度２４分３０秒　３，９３８．５９メートルの点
点2　基点第１号から２５２度４７分３６秒　２，５４３．４８メートルの点
点3　基点第１号から２５２度３０分１６秒　２，３４２．２４メートルの点
点4　基点第１号から２０６度　８分００秒　３，６２６．９０メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 石狩市厚田区

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

石海区第２号 石狩湾漁業協同組合

石狩市
厚田区地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　国土地理院多角点　№７８２９６から１２９度１９分４６秒　３
６３．４８メートルの点
点1　基点第１号から２２３度８分１３秒　９，０２４．３８メートルの点
点2　基点第１号から２５７度１０分５５秒　７，５０５．７２メートルの点
点3　基点第１号から２６０度４３分３２秒　５，９７４．１９メートルの点
点4　基点第１号から２１９度４分５８秒　８，２７６．２４メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 石狩市厚田区

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

石海区第３号 石狩湾漁業協同組合

石狩市
厚田区地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　国土地理院多角点　№７８２９６から１２９度１９分４６秒　３
６３．４８メートルの点
点1　基点第１号から２５９度５８分３３秒　１１，９６３．１７メートルの点
点2　点１から１６４度１７分１４秒　３，５１８．１９メートルの点
点3　点４から１６４度２１分３２秒　３，５２６．７５メートルの点
点4　基点第１号から２６０度５分２秒　１２，３３１．０２メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 石狩市厚田区

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

石海区第４号 石狩湾漁業協同組合

石狩市
浜益区地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　浜益漁港北防波堤灯台（北緯　４３度３６分０８秒　東経１４
１度２２分４７．８９秒）
点1　基点第１号から２４８度２８分４５秒　１３，９１０．５４メートルの点
点2　基点第１号から２７２度３７分５２秒　１２，９６５．９３メートルの点
点3　基点第１号から２８０度５９分５８秒　８，３８６．６３メートルの点
点4　基点第１号から２４４度４０分３４秒　９，３０２．８１メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、か
き養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 石狩市浜益区

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

石海区第５号 石狩湾漁業協同組合

石狩市
浜益区地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　浜益漁港北防波堤灯台（北緯４３度３６分０８秒　東経１４１
度２２分４７．８９秒）
点1　基点第１号から２１５度５１分４８秒　５，７２６．８９メートルの点
点2　基点第１号から２２２度２１分２０秒　４，９２８．１２メートルの点
点3　基点第１号から２１３度５３分４１秒　４，５３６．４６メートルの点
点4　基点第１号から２０８度１７分２９秒　５，４１１．３４メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 石狩市浜益区

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

石海区第６号 石狩湾漁業協同組合

石狩市
浜益区地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　幌灯台（北緯４３度３８分３８．４７秒　 　東経１４１度２１分
０７．９４秒）
点1　基点第１号から３３１度４３分２４秒　６，６１３．２７メートルの点
点2　基点第１号から３３６度５３分５５秒　７，９６２．５８メートルの点
点3　基点第１号から３３９度３５分２９秒　７，８１２．１２メートルの点
点4　基点第１号から３３４度５１分１２秒　６，４３１．３２メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 石狩市浜益区

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

寿海区第１号 寿都町漁業協同組合

寿都郡寿都町地先
次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　陣屋
点1　基点第１号から６７度１分３８秒　８９５．８メートルの点
点2　点１から１８２度３４分２７秒　４６１．５メートルの点
点3　点２から２４１度１４分２７秒　２３４．３メートルの点
点4　点３から２度３４分２７秒　４７５．７メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 寿都町及び蘭越町

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

寿海区第２号 寿都町漁業協同組合

寿都郡寿都町地先

次の点1、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、
点１２、点１３、点１４、点１５、点１６及び点１の各点を順次に結んだ線
によって囲まれた区域
点1　基点第１号から４７度１１分１７秒　３，８７４．４９メートルの点
点2　点１から８９度３０分００秒　１，９０５．００メートルの点
点3　点２から１８６度５６分２６秒　１，６６１．４０メートルの点
点4　点３から１０２度１７分５２秒　２３８．３７メートルの点
点5　点４から１８７度４２分３９秒　６１４．０１メートルの点
点6　点５から２６３度２３分１９秒　２７５．２２メートルの点
点7　点６から１８５度１６分２４秒　２９６．８６メートルの点
点8　点７から２５８度５５分２５秒　８０９．３１メートルの点
点9　点８から３４９度３５分４５秒　２５５．０２メートルの点
点10　点９から２５６度０８分０４秒　１，０９４．０８メートルの点
点11　点10から３４４度４５分３０秒　２５０．１３メートルの点
点12　点11から２６３度４７分０６秒　２８４．９１メートルの点
点13　点12から３４７度３７分５６秒　４０１．２０メートルの点
点14　点13から５８度０５分３９秒　３２４．５８メートルの点
点15　点14から３５１度１４分５４秒　２３０．５３メートルの点
点16　点15から７４度３３分４２秒　８９９．１２メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、か
き養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 寿都町及び蘭越町

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

寿海区第３号 寿都町漁業協同組合

寿都郡寿都町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝－１２８３４５．３０２　Ｙ＝６３８６．６５４　（座標系１１系）
点1　基点第１号から２９３度５６分３３秒　３，１３４．４６メートルの点
点2　点１から３０７度４３分２６秒　１，８３１．７５メートルの点
点3　点２から４４度１４分０１秒　３，３７６．８８メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、か
き養殖業、こんぶ養殖
業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 寿都町及び蘭越町

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

寿海区第４号 寿都町漁業協同組合

磯谷郡蘭越町地先
次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部三角点　水Ｄ１９
点1　基点第１号から２３４度３０分　１，７６５メートルの点
点2　基点第１号から２７２度３０分　１，２３０メートルの点
点3　基点第１号から２６７度００分　７４０メートルの点
点4　基点第１号から２２０度００分　１，４６５メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 寿都町及び蘭越町

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

岩海区第１号 岩内郡漁業協同組合

岩内郡岩内町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部三角点水Ｄ５から２５１度３０分　１７６
メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点No．７（北海道水産林務部三角
点水Ｄ６～）から３０度００分　３７．５０メートルの点
点1　基点第１号から３０７度００分　１，６５０メートルの点
点2　基点第２号から２８９度００分　４，９００メートルの点
点3　基点第２号から３０６度００分　３，８００メートルの点
点4　基点第１号から３０７度００分　８００メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖、かき
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 岩内町及び共和町

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

泊海区第１号 古宇郡漁業協同組合

古宇郡泊村地先
次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝-１０５２５５．７３０　Ｙ＝２０５８７．９６０（座標系１１系）
点1　基点第１号から２３６度３２分０３．２２秒　　３，１２５．３２５メートル
の点
点2　点１から１３６度３５分３１．８５秒　８７０．７３７メートルの点
点3　点２から１４６度０６分１４．５１秒　１２１４．７０９メートルの点
点4　点３から２３０度５６分０４．２４秒　２，３２２．０４メートルの点
点5　点４から３２６度２１分３７．４３秒　３，０９０．２８８メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
泊村大字堀株村、大字
茅沼村及び大字泊村

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

泊海区第２号 古宇郡漁業協同組合

古宇郡泊村地先 次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝－１０５２５５．７３　Ｙ＝２０５８７．９６　（座標系１１系）
点1　基点第１号から２２２度５５分０２．６１秒　１，８１８．１３９メートルの
点
点2　点１から２３５度５０分０９．２３秒　９８６．０２５メートルの点
点3　点２から３３６度１５分１２．４７秒　１，７４２．３１４メートルの点
点4　点３から６３度０８分４１．８７秒　９９７．８６メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
泊村大字堀株村、大字
茅沼村及び大字泊村

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

泊海区第３号 古宇郡漁業協同組合

古宇郡泊村地先
次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域のうち、最大高潮時海岸線によって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝－１０４４９６．８８　Ｙ＝１９９７４．４９（座標系１１系）
点1　基点第１号から２８１度３３分１６秒　３．３６メートルの点
点2　点１から１６４度５８分３９秒　４０．００メートルの点
点3　点２から２５４度５８分３９秒　３０．００メートルの点
点4　点３から３４４度５８分４４秒　４０．００メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
泊村大字堀株村、大字
茅沼村及び大字泊村

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

神海区第１号 古宇郡漁業協同組合

古宇郡神恵内村地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　泊村と神恵内村の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号　国土地理院三角点　龍神岬から１７５度００分　６７０メート
ルの点
点1　基点第１号から２４７度３０分　２，３５０メートルの点
点2　基点第２号から２４７度３０分　２，４５０メートルの点
点3　基点第２号から２４７度３０分　９６０メートルの点
点4　基点第１号から２４７度３０分　８５０メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、か
き養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 神恵内村

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

神海区第２号 古宇郡漁業協同組合

古宇郡神恵内村地先
次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
点1　Ｘ＝-８９１３５．３４１　Ｙ＝７７２０．７４８（座標系１１系）
点2　Ｘ＝-８９１３４．１１６　Ｙ＝７７１２．３９４（座標系１１系）
点3　Ｘ＝-８９１２３．３２２　Ｙ＝７７０７．４１５（座標系１１系）
点4　Ｘ＝-８９０４５．８５７　Ｙ＝７７１９．５１８（座標系１１系）
点5　Ｘ＝-８９０４７．0７６　Ｙ＝７７３２．８３９（座標系１１系）

第一種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 神恵内村

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。

小樽海区第１号 小樽市漁業協同組合

小樽市地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点9、点10及び点１
の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
点1　北緯４３度１５分１０．９秒　東経１４０度５７分３２．４秒
点2　北緯４３度１５分１６．２秒　東経１４０度５８分２４．６秒
点3　北緯４３度１５分２６．５秒　東経１４１度００分０４．７秒
点4　北緯４３度１６分２３．８秒　東経１４０度５９分２８．２秒
点5　北緯４３度１６分５４．７秒　東経１４０度５８分５４．９秒
点6　北緯４３度１６分４２．２秒　東経１４０度５７分３６．０秒
点7　北緯４３度１６分１９．３秒　東経１４０度５６分３７．７秒
点8　北緯４３度１６分１５．４秒　東経１４０度５６分３３．６秒
点9　北緯４３度１５分３８．４秒　東経１４０度５７分０８．３秒
点10　北緯４３度１５分１６．７秒　東経１４０度５７分２４．４秒

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 小樽市

　区画漁業を営んでいる水面の
周囲には、昼間にあっては縦及
び横の長さがそれぞれ80センチ
メートル以上の赤色の標識を、夜
間にあっては電灯その他の照明
による標識を水面1.5メートル以上
の高さに設置しなければなら
ない。


